
様式第1号（第4条関係）

産業廃棄物及び事業系一般廃棄物処理委託契約書

〒

印

※建設現場など、現場ごとに排出事業場が変わる場合は、都度変更届の提出が必要です。

恵庭市長　　　原　田　　裕

【担当者連絡先】

担当者

緊急連絡先

□ 排出事業者住所と同じ
□

　　　自己搬入

　　　産業廃棄物収集運搬許可業者（許可業者の許可証の写しと車両の情報を添付する。）

業者名： 0

　　　一般廃棄物収集運搬許可業者

業者名： 0

文書郵送先
〒（　　　　-　　　　　　）

搬入車両の情報
車両ナンバー

No.

令和　　年　　　月 　　日

0

住所
名称

代表者

名称

排出場の住所

令和7年度

処理業者
（乙）

事業所名
ふ り が な

排出事業者
（甲の事業所）

排出事業場
（甲の事業場）

住所

　排出事業者（以下「甲」という。）及び処理業者（以下「乙」という。）は、甲の事業所又は排出事業場から排出される産業
廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関し、恵庭市事業系廃棄物の受入等に関する要綱（令和２年４月１日実施。以下
「要綱」という。）に基づき、次のとおり委託契約を締結する。

氏名
ふりがな

（法人にあっては代表者名）

0
0

業種

北海道恵庭市京町1番地
恵庭市

0

0

0

送付先住所

E-mailアドレス

ＦＡＸ

※搬入は全長7ⅿ以下・車幅3ⅿ以下・車高4ⅿ以下のすべてを満たす大きさの車両で行ってください。
　上記を超える大きさの車両で搬入する場合は、別途協議を要し、搬入条件を設けることや、搬入をお断り
　することがあります。
※記載した「車両ナンバー」の車両とは異なる車両で搬入した場合、受入れすることができません。
   搬入車両に変更がある場合は、「産廃等委託契約書に関する変更届」の提出が必要です。

ＴＥＬ（必須）

収入印紙

印
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【委託業務の内容】
契約期間 から まで

### 現金納付 ### 収集業者払い（一括納付） 　　　　口座引き落とし(一括納付)

### 納入通知書払い（上記の支払い方法で対応できない場合のみ）（一括納付）

処理を委託する産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の種類、数量及び単価

搬入先

kg
kg
kg
kg

kg
kg

kg
kg

kg

kg
kg
kg
kg
kg

kg

生ごみ・
し尿処理場 kg

リサイクル
センター kg

輸入廃棄物
の有無

無 有（ ）

　　　　無
　　　　有

　　　　無

　　　　有

　　　　無
　　　　有
（　　　　　　　　　）

120円/10kg
(110円/10kg)

適
正
処
理
に
必
要
な
情
報

オ．石綿含有産業廃棄物、水
銀使用製品産業廃棄 物又は
水銀含有ばいじん等が含ま
れる場合は、その旨

　　　
　　　　有

400円/10kg
(364円/10kg)

240円/10kg
(219円/10kg)

【廃棄物の処理について】（恵庭市に産業廃棄物の処理を委託する場合のみ記載）

業種指定に
該当する方
のみ記載

業種指定に
該当する方
のみ記載

▶産業廃棄物
（焼却施設で
受け入れでき
ないもの）

　　　　無

　　　　無

▶産業廃棄物（不燃）

事前協議が
必要な廃棄物

110円/10kg
(100円/10kg)

380円/10kg
（346円/10kg）

510円/10kg

(464円/10kg)※2

※本契約を締結していない場合は、市のごみ処理施設での産業廃棄物及び事業系一般廃棄物
の受入れはできません。

がれき類

廃プラスチック
紙くず
木くず
繊維くず

　ごみ処理場

※リサイクル
できるものは
受入できません

▶一般廃棄物(不燃)

ガラスくず、コンクリートくず、
陶磁器のくず

ア．産業廃棄物の性状及
び荷姿に関する事項

ウ．他の廃棄物との混合
等により生ずる支障に関
する事項

▶資源物

エ．日本産業規格C0950号に
規定する含有マークが付され
たものである場合には、含有
マーク表示に関する事項

イ．通常の保管状況下で
の腐敗、揮発等産業廃棄
物の性状の変化に関する
事項

カ．その他産業廃棄物を取り
扱う際に注意すべき事項

　　　　有

※1「燃え殻」「汚泥」は搬入前に事前協議等を要します。
※2ごみ処理場に搬入された産業廃棄物には別途循環資源利用促進税（10円/10㎏）がかかります。

繊維くず

令和　　　　年　　　　月　　　　日令和　　　　年　　　　月　　　　日

種類
単価/10kg
（税抜価格）

▶産業廃棄物（可燃）

　焼却施設

※リサイクル
できるものは
受入できません

紙くず
木くず

廃プラスチック

燃えがら※1

汚泥※1

金属くず

（　　　　　　　　　　）
　　　その他
　　　袋
　　　フレコン
　　　バラ

▶生ごみ

年間予定量

▶一般廃棄物（可燃）
※業種指定に該当しないの方の紙・木・繊維くずはこちら

支払方法
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